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書
経
洪
範
九
疇
に
謂
う
。 

 

初
の
一
に
曰
く
五
行
、
次
の
二
に
曰
く
敬

つ
つ
し

ん
で
五
事
を
用
う
。
次
の
三
に
曰
く
農あ

つ

く
八
政
を

用
う
。
次
の
四
に
曰
く
協か

な

う
る
に
五
紀き

を
用
う
。
次
の
五
に
曰
く
建た

つ
る
に
皇
極

こ
う
き
ょ
く

を
用
う
。
次

の
六
に
曰
く
爻お

さ

む
る
に
三
徳
を
用
う
。
次
の
七
に
曰
く
明
か
に
す
る
に
稽
疑

け

い

ぎ

を
用
う
。
次
の
八

に
曰
く
念お

も

う
に
庶し

ょ

徴
ち
ょ
う

を
用
う
。
次
の
九
に
曰
く
嚮む

か

わ
し
む
る
に
五
福
を
用
い
、
威お

ど

す
に
六
極
を

用
う
。 

 

一
に
五
行
。
一
に
曰
く
水
、
二
に
曰
く
火
、
三
に
曰
く
木
、
四
に
曰
く
金
、
五
に
曰
く
土
。
水
に

潤
下
と
曰
い
。火
に
炎
上
と
曰
い
、木
に
曲
直
と
曰
い
、金
に
従

じ
ゅ
う

革か
く

と
曰
い
、
土
は
爰こ

こ

に
稼
穡

か
し
ょ
く

す
。

潤
下
は
鹹か

ん

を
作
し
、
炎
上
は
苦
を
作
し
、
曲
直
は
酸
を
作
し
、
従
革
は
辛
を
作
し
、
稼
穡
は
甘

を
作
す
。 

 

二
に
五
事
。
一
に
曰
く
貌
、
二
に
曰
く
言
、
三
に
曰
く
視
、
四
に
曰
く
聴
、
五
に
曰
く
思
、
貌
に

恭
と
曰
い
、
言
に
従
と
曰
い
、
視
に
明
と
曰
い
、
聴
に
聡
と
曰
い
、
思
に
叡え

い

と
曰
う
。
恭
は
粛
を
作

し
、従
は
乂か

い

を
作
し
、明
は
哲
を
作
し
、聡
は
謀
を
作
し
、叡
は
聖
を
作
す
。 

 

三
に
八
政
。
一
に
曰
く
食
、
二
に
曰
く
貨
、
三
に
曰
く
祀
、
四
に
曰
く
司
空
、
五
に
曰

く
司
徒
、
六
に
曰
く
司
寇
、
七
に
曰
く
賓
、
八
に
曰
く
師 

 

四
に
五
紀
。
一
に
曰
く
歳
、
二
に
曰
く
月
、
三
に
曰
く
日
、
四
に
曰
く
星
辰
、
五
に
曰

く
暦
数
。 

 

五
に
皇
極
。
皇
は
其
の
有
極
を
建
て
、
時
の
五
福
を
斂
め
、
用
て
厥
の
庶
民
に
敷
き
錫

う
。
惟
れ
時
れ
厥
の
庶
民
、
汝
の
極
に
于
て
し
、
汝
に
保
極
を
錫
え
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、

淫
朋
あ
る
無
く
、
人
、
比
徳
あ
る
無
き
は
、
惟
れ
皇
極
を
作
せ
ば
な
り
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、

猷
あ
り
為
す
あ
り
守
る
あ
ら
ば
、
汝
則
ち
之
を
念
え
。
極
に
協
わ
ざ
る
も
、
咎
に
罹
ら
ざ

る
も
の
は
、
皇
則
ち
之
を
受
け
よ
。
而
の
色
を
康
ら
か
に
し
、
「
予
の
好
む
攸
は
徳
な
り
」

と
曰
わ
ば
、
汝
則
ち
之
に
福
を
与
え
よ
。
時
の
人
は
斯
れ
其
れ
惟
れ
皇
の
極
な
り
。
労
独

を
虐
し
て
高
明
を
畏
る
る
勿
か
れ
。
人
能
あ
り
為
す
あ
る
も
の
、
其
の
行
を
羞
め
し
め
ば
、

而
の
邦
其
れ
昌
な
ら
ん
。
凡
そ
厥
の
正
人
、
既
に
富
ま
し
め
方
に
穀
く
せ
よ
。
汝
、
而
の

家
に
好
あ
ら
し
む
る
能
わ
ず
ん
ば
、
時
の
人
斯
れ
其
れ
辜
あ
ら
ん
。
其
の
徳
を
好
む
無
き

に
于
て
は
、
汝
之
に
福
を
錫
う
と
雖
も
、
其
れ
汝
咎
を
用
う
と
作
さ
ん
。 

 

偏
無
く
〇
無
く
、
王
の
義
に
遵
え
。
好
を
作
す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
道
に
遵
え
。
悪

を
作
す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
路
に
遵
え
。
偏
無
く
党
無
く
、
王
道
蕩
蕩
た
り
。
党
無
く

偏
無
く
王
道
平
平
た
り
。
反
無
く
側
無
く
、
王
道
正
直
な
り
。
其
の
有
極
に
会
し
、
其
の

有
極
に
帰
せ
よ
。 

 

曰
く
、
皇
、
極
の
敷
言
を
、
是
れ
訓
せ
ば
、
帝
に
〇
て
其
れ
訓
わ
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、

極
の
敷
言
に
、
是
れ
訓
い
是
れ
行
わ
ば
、
以
て
天
子
の
光
に
近
づ
か
ん
。
曰
く
、「
天
子
は

民
の
父
母
と
作
り
、
以
て
天
下
の
王
と
為
る
」
と
。 

一
、神
霊
界
は
必
ず
大
小
の
世
界
を
問
わ
ず
九
疇
（
九
界
）
に
分
か
れ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
。 

二
、数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
界
に
お
い
て
定
位
が
あ
る
。 

三
、
如
何
な
る
広
大
な
る
世
界
に
お
い
て
も
、
洛
書
九
数
の
順
位
に
よ
ら
ね
ば
そ
の
世
界
は
成

立
し
な
い
。 

四
、
例
え
ば
、
八
十
一
数
の
世
界
は
九
疇
（
九
神
霊
界
）
を
更
に
九
疇
に
拡
大
し
て
、
一
疇
の
中

に
九
疇
を
も
つ
が
、
そ
の
時
の
数
位
は
、
１
を
第
一
疇
界
の
１
位
に
お
き
、
２
を
二
疇
界
の

１
位
、３
を
三
疇
界
の
１
位
に
と
置
い
て
い
き
、九
疇
界
の
１
位
に
９
が
お
か
れ
た
な
ら
ば
、

１
０
は
第
一
疇
の
２
位
に
、
１
１
は
第
二
疇
界
の
２
位
に
と
、
洛
書
九
位
の
順
序
を
厳
然

と
守
っ
て
い
か
ね
ば
世
界
は
破
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
は
今
八
十
一
の
数
を
一
疇

界
と
し
そ
の
九
倍
の
七
二
九
の
数
位
、
更
に
、
七
二
九
の
数
を
一
疇
界
と
し
て
そ
の
九
倍

の
六
五
六
一
の
数
位
を
定
め
て
眺
観
し
思
索
し
て
い
る
が
、
そ
の
整
然
た
る
法
則
、
荘
厳

な
る
世
界
に
驚
嘆
し
て
い
る
。
素
直
に
法
則
に
随
え
ば
自
ら
に
荘
厳
な
る
世
界
が
現
成

す
る
。
こ
の
六
五
六
一
の
数
を
配
列
し
て
縦
横
斜
各
合
計
し
て
同
数
と
な
り
、
各
疇
の
数

各
各
洛
書
の
基
本
数
に
帰
り
、
中
心
四
方
四
偶
す
べ
て
一
の
数
を
も
っ
て
統
括
す
る
な
ど

の
こ
と
は
、
こ
の
洛
書
九
位
の
順
序
を
知
ら
ね
ば
、
人
為
に
し
て
容
易
に
で
き
る
こ
と
で

は
な
い
。
（
お
そ
ら
く
一
生
か
か
っ
て
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
）
八
十
一
の
数
の
定
位
に
そ

の
数
を
お
い
て
観
る
に
。 

五
、
各
疇
各
区
の
数
を
合
計
す
る
と
、
洛
書
本
位
の
数
に
復
元
す
る
。
例
え
ば
、
第
一
疇
第
八

区
の
６
４
の
６
と
４
を
合
す
れ
ば
１
０
で
、１
と
０
を
加
え
て
も
１
に
、１
０
か
ら
９
を
除
い

て
も
１
に
復
元
し
、
第
二
疇
の
第
六
区
の
４
７
の
４
と
７
を
合
す
れ
ば
１
１
で
、
１
と
１
を

加
え
れ
ば
２
、
１
１
か
ら
９
数
を
除
い
て
も
、
２
と
、
ど
の
疇
の
ど
の
区
の
数
を
取
っ
て
も
、

そ
の
積
数
が
悉
く
そ
の
疇
の
洛
書
の
本
位
数
に
復
元
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
積
数

の
悉
く
が
、
洛
書
の
本
位
数
の
変
形
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。 

六
、
中
央
の
４
１
が
数
霊
の
中
心
で
、
周
囲
に
、
１
、
１
１
、
２
１
、
３
１
、
４
１
、
５
１
、
６
１
、
７
１
、

８
１
の
一
の
霊
数
に
よ
っ
て
、
全
体
を
統
括
し
て
い
る
。 

七
、
１
は
一
疇
界
の
一
の
定
位
、
１
１
は
二
疇
界
の
二
の
定
位
、
２
１
は
三
疇
界
の
三
の

定
位
に
と
定
ま
っ
て
い
る
。 

八
、
一
疇
界
は
縦
、
横
、
斜
ど
ち
ら
か
ら
の
合
計
も
１
１
１
、
二
疇
界
は
１
１
４
、
三
疇

界
は
１
１
７
、
四
疇
界
は
１
２
０
、
五
疇
界
は
１
２
３
、
六
疇
界
は
１
２
６
、
七
疇

界
は
１
２
９
、
八
疇
界
は
１
３
２
、
九
疇
界
は
１
３
５
と
、
何
れ
も
造
化
三
神
の
三

を
も
っ
て
上
る
。 

九
、
九
疇
界
は
、
ま
た
、
縦
横
斜
い
ず
れ
よ
り
合
計
す
る
も
、
三
六
九
と
な
る
。 

 
 

即
ち
九
疇
の
数
の
定
位
各
九
段
、
縦
横
斜
の
数
の
合
計
三
六
九
で
あ
る
。 

 
 

友
清
真
歓
大
人
は
四
十
一
は
天
御
中
主
神
の
数
霊
で
、
三
百
六
十
九
は
天
照
大
御
神

の
数
霊
と
す
る
。 

十
、
中
央
の
疇
（
五
疇
界
）
の
１
２
３
の
三
倍
も
三
六
九
と
な
る
。 

十
一
、
九
疇
界
の
各
中
央
の
九
柱
の
３
７
，
３
８
，
３
９
，
４
０
，
４
１
，
４
２
，
４
３
，

４
４
，
４
５
の
数
の
合
計
も
三
六
九
と
な
る
。 

十
二
、
中
央
疇
界
の
九
柱
の
総
計
も
三
六
九
と
な
る
。 

十
三
、
九
疇
界
の
各
中
央
の
数
は
次
頁
図
㈠
の
如
く
、
い
ず
れ
よ
り
読
む
も
一
二
三
の
順

数
と
な
り
、
こ
れ
が
三
元
に
顕
現
し
て
三
六
九
と
な
る
。 

十
四
、
各
疇
界
の
数
合
計
十
三
の
図
㈡
を
、
九
で
割
れ
ば
、
十
三
の
図
㈠
の
如
く
な
り
、

洛
書
の
単
数
に
復
元
す
る
。 

十
五
、
十
三
の
図
㈡
の
数
は
縦
横
斜
列
、
何
れ
よ
り
計
算
す
る
も
一
一
〇
七
数
と
な
る
。 

十
六
、
総
合
計
三
三
二
一
一
を
合
計
す
る
と
洛
書
単
数
の
九
数
を
現
ず
。 

十
七
、
こ
の
九
数
を
以
て
、
一
一
〇
七
を
除
す
る
と
一
二
三
の
順
数
と
な
る
。 

十
八
、
こ
の
九
数
を
も
っ
て
、
三
三
二
一
を
除
す
る
と
、
中
央
数
の
三
六
九
を
現
出
す
る
。 

十
九
、
中
心
の
４
１
が
４
と
１
よ
り
成
る
は
一
霊
四
魂
（
直
日
霊
と
和
魂
幸
魂
奇
魂
荒
魂
）

で
、
此
は
荒
数
魂
（
洛
書
の
数
位
、
八
十
一
の
数
位
を
和
数
魂
と
言
う
）
の
５
な

る
数
が
一
霊
と
四
魂
と
の
格
合
か
ら
出
来
て
い
る
と
の
同
意
義
で
あ
る
。（
友
清
大

人
説
） 

二
十
、
故
に
此
の
中
心
は
作
用
を
起
こ
す
原
動
力
で
、
他
の
数
と
並
ん
で
あ
ず
か
る
場
合

は
極
め
て
稀
で
、
一
か
ら
百
ま
で
の
数
に
於
て
も
四
十
一
の
数
は
、
玄
極
と
し
て

数
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
だ
か
ら
三
六
九
の
活
用
の
場
合
に
は
、
三
百
中
に
於
て
、

四
十
一
、
一
四
一
、
二
四
一
の
三
数
が
引
か
れ
、
そ
の
比
例
で
後
の
六
十
九
に
対

し
て
は
一
数
の
約
四
分
の
三
が
引
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
年
の
三
六
五

に
ち
五
時
四
十
一
分
四
十
六
秒
で
あ
る
。（
友
清
大
人
説
） 

 

こ
の
八
十
一
数
の
九
疇
九
疇
界
に
い
ろ
い
ろ
の
神
霊
界
の
実
相
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
法
則
神
理
は
、
こ
の
九
疇
界
を
一
疇
界
と
し
た
九
疇
界
（
七
三
九
霊
数
）
ま

た
、
そ
の
九
疇
界
を
一
疇
界
と
し
た
九
疇
界
（
私
は
今
六
五
六
一
数
ま
で
観
て
い
る
。
）

と
、
無
限
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
神
理
は
極
微
の
世
界
に
向
っ

て
無
限
に
奥
深
く
厳
と
し
て
存
し
、
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
天
地
は
位
し
万
物
は
創
造
さ

れ
生
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（
天
地
人
の
三
才
）
に
象
る
。
之
を
揲か

ぞ

う
る
に
四
を
以
て
し
て
、
以
て
四
時
に
象
る
。
奇

あ
ま
り

を
扐ろ

く

に
帰
し
て
（
左
手
の
薬
・
小
指
間
に
掛
け
る
）、
以
て
閏
に
象
る
。
五
歳
に
し
て
再
閏

な
り
。
故
に
再
扐
し
て
而
る
後
に
掛
く
。
乾
の
策
二
百
一
十
六
。
坤
の
策
百
四
十
有
四
凡

て
三
百
有
六
十
。
期
の
日
に
当
る
。
二
篇
の
策
万
有
一
千
五
百
二
十
。
万
物
の
数
に
当
る
。

是
の
故
に
四
営
し
て
易
を
成
し
、
十
有
八
変
し
て
卦
を
成
し
、
八
卦
に
し
て
小
成
す
。
引

い
て
之
を
伸
べ
、
類
に
触
れ
て
之
を
長
う
す
れ
ば
、
天
下
の
能
事
畢
る
。
道
を
顕
に
し
徳

行
を
神
に
す
。
是
の
故
に
与
に
酬

し
ゅ
う

酢さ
く

す
可
し
。
与
に
神
を
祐た

す

く
可
し
。
子
曰
く
。
変
化
の

道
を
知
る
者
は
、
其
れ
神
の
為
す
所
を
知
る
か
と
。」
筮
法
の
こ
と
は
暫
く
お
い
て
、
数
に

つ
い
て
観
る
に
、
天
は
陽
に
し
て
奇
、
地
は
陰
に
し
て
偶
。
故
に
一
三
五
七
九
の
五
は
天

の
数
、
二
四
六
八
十
の
五
は
地
の
数
で
あ
る
。
天
数
の
五
は
合
す
と
合
計
二
十
五
、
地
数

の
五
を
合
す
と
合
計
三
十
。
天
地
の
数
の
総
計
は
五
十
五
と
な
る
。
こ
の
五
十
五
は
一
切

の
変
化
を
成
し
、
陰
陽
の
屈
伸
消
長
即
ち
鬼
神
の
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
衍
は
進
衍

と
か
敷
衍
の
こ
と
で
あ
る
。
一
か
ら
十
ま
で
を
基
本
数
と
し
十
一
か
ら
復
円
し
て
無
限
の

数
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
一
か
ら
五
ま
で
は
純
数
で
（
生
は
一

は
じ
め

で
あ
り
、
化
は
二
で

あ
り
、
変
は
三
で
あ
り
、
体
は
四
で
あ
り
、
用
は
五
で
あ
る
。
故
に
数
は
唯
五
の
外
に
な

く
、
真
の
正
数
基
本
数
は
五
ま
で
で
あ
る
と
す
る
。
熊
崎
健
翁
）
生
数
で
あ
り
、
六
か
ら

十
ま
で
は
成
数
で
あ
る
。
故
に
そ
の
生
因
た
る
五
数
（
生
気
五
行
）
を
省
い
て
大
衍
の
数

五
十
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
五
十
数
の
陰
陽
の
変
化
の
理
を
敷
衍
し
て
天
地
万
物
の
生

成
消
滅
、
事
の
吉
凶
侮
吝
の
理
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
る
。 

 

元
素
は
不
変
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
物
理
学
は
、
神
道
で
示
さ
れ
て
い
る
世

界
に
入
り
、
気
と
か
霊
と
か
い
う
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
根
元
で
、
陽
子
、
中
性
子
、
中
間

子
、
陰
電
子
、
陽
電
子
な
ど
の
素
粒
子
は
独
立
し
た
も
の
で
な
く
お
互
に
変
化
し
合
う
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
元
素
も
人
工
的
に
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
易
は
「
変
わ
る
」
の
理

で
、
陽
は
陰
に
、
陰
は
陽
に
変
っ
て
八
卦
の
小
成
の
卦
、
六
十
四
の
大
成
の
卦
と
な
り
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
無
限
の
卦
爻
を
な
し
時
々
刻
々
変
化
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
が
、

た
だ
人
は
そ
の
神
明
の
無
窮
玄
妙
に
は
い
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
天
文
物
理
が
宇
宙
の

極
大
極
微
に
い
た
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
天
文
物
理
が
宇
宙
の
極
大
極
微
に
い
た
り
得
な

い
と
同
じ
く
。
物
理
も
実
は
数
理
な
の
で
あ
る
。 

 

宇
宙
生
成
の
原
理
、
変
化
の
神
理
は
、
数
の
定
理
真
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
は
先
天
図
不
義 

八
卦
と
い
わ
れ
る
も
の
、
後
天
図
は
文
王
八
卦

図
と
い
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
八
卦
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
無
限
の
言
葉
を
聞
く
の
で
あ
る
。

八
卦
は
神
の
数
で
あ
り
、
神
の
声
で
あ
る
。 

心
と
す
る
。
河
図
の
五
常
（
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
）
に
対
し
て
、
五
倫
（
君
臣
・
父

子
・
夫
婦
・
長
幼
・
朋
友
）
の
道
と
も
す
る
。 

 

縦
横
斜
い
ず
れ
も
合
計
十
五
と
な
り
、
五
を
距
て
て
相
対
す
る
数
の
計
は
す
べ
て
十

と
な
る
。 

 

北
の
冬
至
一
よ
り
陽
は
左
旋
し
、
陽
数
三
を
乗
じ
て
、
東
に
三
、
そ
の
三
を
三
乗
し

て
、
南
に
九
、
そ
の
九
を
三
乗
し
て
、
西
に
二
十
七
の
基
本
数
の
七
、
そ
の
七
を
三
乗

し
て
、
二
十
一
の
一
と
復
元
し
て
尽
く
る
こ
と
が
な
い
。
南
の
夏
至
の
次
の
南
西
に
一

陰
生
じ
、
陰
の
始
め
の
数
は
二
、
そ
の
二
よ
り
陰
は
右
旋
し
、
陰
数
二
を
乗
じ
て
、
東

西
に
四
、
そ
の
四
を
二
乗
し
て
、
北
東
に
八
、
そ
の
八
を
二
乗
し
て
、
西
北
に
十
六
の

基
本
数
の
六
、
そ
の
六
を
二
乗
し
て
十
二
の
二
、
南
西
に
復
元
し
て
尽
く
る
こ
と
は
な

い
。
五
は
天
の
御
柱
、
（
天
之
御
中
主
神
・
天
照
大
御
神
・
立
極
垂
統
日
継
之
道
の
数

位
、
後
述
す
。
）
こ
れ
を
見
立
て
、
陰
陽
二
神
右
旋
左
旋
し
て
「
美
斗
能
麻
具
波
比
」

し
て
息
む
こ
と
な
く
、
陽
の
原
子
核
を
陰
電
子
は
右
旋
し
て
美
斗
能
麻
具
波
比
相
結
び

て
八
十
数
箇
の
元
素
を
生
じ
、
万
物
を
発
生
し
て
や
ま
ず
、
太
陽
、
地
球
ま
た
こ
の
法

則
に
運
行
し
て
天
地
位
す
。
畏
き
哉
！
稜
威
！ 

 

中
心
の
天
之
御
柱
建
ち
て
、
左
右
生
じ
、
前
後
生
ず
、
四
方
定
ま
っ
て
四
隅
生
じ
、

八
位
備
っ
て
天
地
の
象
形
成
る
。
陽
は
九
に
終
り
、
陰
は
八
に
終
る
。
左
旋
右
旋
し
て

や
ま
ず
、
美
斗
能
麻
具
波
比
、
結
び
、
産
霊
の
道
絶
ゆ
る
こ
と
な
し
。 
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八
卦
と
洪
範
九
疇

こ
う
は
ん
き
ゅ
う
ち
ゅ
う―

 

 

 

河
図
は
伏
義
の
時
代
に
、
黄
河
か
ら
出
現
し
た
竜
馬
の
背
に
あ
っ
た
も
の
で
、
伏
義
が
こ
れ
に

よ
っ
て
八
卦
を
画
し
た
と
謂
い
、
洛
書
は
禹
の
時
代
に
、
洛
水
か
ら
出
て
来
た
神
亀
の
背
に
あ
っ
た

模
様
で
、
禹
は
こ
れ
に
よ
っ
て
九
類
即
ち
洪
範
九
疇
（
疇
は
類
の
意
。
大
法
に
九
箇
条
の
分
類
が

あ
る
。
）
を
作
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
書
経
の
洪
範
に
よ
る
と
、
周
の
武
王
の
十
三
武
王
は
、

箕
の
国
に
箕
氏
（
殷
の
紂
王
の
諸
父
）
を
訪
ね
て
、
天
が
冥
冥
の
中
に
其
民
を
安
ん
じ
、
そ
の
止
る

と
こ
ろ
を
得
て
和
合
せ
し
め
る
た
め
の
人
の
道
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
箕
氏
が
教
え
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。 

 

「
我
聞
く
。
在
昔
鯀こ

ん

、
洪
水
を
陻ふ

さ

ぎ
、
其
の
五
行
を
汨こ

つ

陳ち
ん

す
。
帝
（
上
帝
）
乃
ち
震
怒
し
、
洪
範
九

疇
を
界あ

た

え
ず
。
彝
倫
の
斁や

ぶ

る
る
攸
な
り
。
鯀
則
ち
殛
死
せ
り
。
禹
乃
ち
嗣
い
で
興
る
。
天
乃
ち
禹

に
洪
範
九
疇
を
錫
う
。彝
倫
の
叙
す
る
所
な
り
。
」 

 

と
し
て
、
一
に
五
行
、
二
に
五
事
、
三
に
八
政
、
四
に
五
紀
、
五
に
皇
極
、
六
に
三
徳
、
七
に
稽
疑

け

い

ぎ

、

八
に
庶し

ょ

徴
ち
ょ
う

、
九
に
五
福
六
極
、
を
教
え
た
と
あ
る
。 

 

洛
書
の
九
位
と
洪
範
の
九
疇
と
が
一
致
さ
れ
て
洛
書
洪
範
と
な
り
、
古
来
か
ら
尊
重
さ
れ
、
神

意
の
発
現
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
畏
敬
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

   

書
経
洪
範
九
疇
に
思
う
。 

 

初
の
一
に
曰
く
五
行
、
次
の
二
に
曰
く
敬
ん
で
五
事
を
用
う
。
次
の
三
に
曰
く
農
く
八
政
を
用

う
。
次
の
四
に
曰
く
協
う
る
に
五
紀
を
用
う
。
次
の
五
に
曰
く
建
つ
る
に
皇
極
を
用
う
。
次
の
六

に
曰
く
爻
む
る
に
三
徳
を
用
う
。次
の
七
に
曰
く
明
か
に
す
る
に
稽
疑
を
用
う
。
次
の
八
に
曰

く
念
う
に
庶
徴
を
用
う
。
次
の
九
に
曰
く
嚮
わ
し
む
る
に
五
福
を
用
い
、
威
す
に
六
極
を
用

う
。 

 

一
に
五
行
。
一
に
曰
く
水
、
二
に
曰
く
火
、
三
に
曰
く
木
、
四
に
曰
く
金
、
五
に
曰
く
土
。

水
に
潤
下
と
曰
い
。
火
に
炎
上
と
曰
い
、
木
に
曲
直
と
曰
い
、
金
に
従
革
と
曰
い
、
土
は
爰

に
稼
穡
す
。
潤
下
は
鹹
を
作
し
、
炎
上
は
苦
を
作
し
、
曲
直
は
酸
を
作
し
、
従
革
は
辛
を
作

し
、
稼
穡
は
甘
を
作
す
。 

 

二
に
五
事
。
一
に
曰
く
貌
、
二
に
曰
く
言
、
三
に
曰
く
視
、
四
に
曰
く
聴
、
五
に
曰
く
思
、

貌
に
恭
と
曰
い
、
言
に
従
と
曰
い
、
視
に
明
と
曰
ひ
、
聴
に
聡
と
曰
い
、
思
に
叡
と
曰
う
。

恭
は
粛
を
作
し
、
従
は
乂
を
作
し
、
明
は
哲
を
作
し
、
聡
は
謀
を
作
し
、
叡
は
聖
を
作
す
。 

 

三
に
八
政
。
一
に
曰
く
食
、
二
に
曰
く
貨
、
三
に
曰
く
祀
、
四
に
曰
く
司
空
、
五
に
曰
く

司
徒
、
六
に
曰
く
司
寇
、
七
に
曰
く
賓
、
八
に
曰
く
師 

 

四
に
五
紀
。
一
に
曰
く
歳
、
二
に
曰
く
月
、
三
に
曰
く
日
、
四
に
曰
く
星
辰
、
五
に
曰
く

暦
数
。 

 

五
に
皇
極
。
皇
は
其
の
有
極
を
建
て
、
時
の
五
福
を
斂
め
、
用
て
厥
の
庶
民
に
敷
き
錫
う
。

惟
れ
時
れ
厥
の
庶
民
、
汝
の
極
に
于
て
し
、
汝
に
保
極
を
錫
え
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、
淫
朋

あ
る
無
く
、
人
、
比
徳
あ
る
無
き
は
、
惟
れ
皇
極
を
作
せ
ば
な
り
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、
猷
あ

り
為
す
あ
り
守
る
あ
ら
ば
、
汝
則
ち
之
を
念
え
。
極
に
協
わ
ざ
る
も
、
咎
に
罹
ら
ざ
る
も
の

は
、
皇
則
ち
之
を
受
け
よ
。
而
の
色
を
康
ら
か
に
し
、「
予
の
好
む
攸
は
徳
な
り
」
と
曰
わ
ば
、

汝
則
ち
之
に
福
を
与
え
よ
。
時
の
人
は
斯
れ
其
れ
惟
れ
皇
の
極
な
り
。
労
独
を
虐
し
て
高
明

を
畏
る
る
勿
か
れ
。
人
能
あ
り
為
す
あ
る
も
の
、
其
の
行
を
羞
め
し
め
ば
、
而
の
邦
其
れ
昌

な
ら
ん
。
凡
そ
厥
の
正
人
、
既
に
富
ま
し
め
方
に
穀
く
せ
よ
。
汝
、
而
の
家
に
好
あ
ら
し
む

る
能
わ
ず
ん
ば
、
時
の
人
斯
れ
其
れ
辜
あ
ら
ん
。
其
の
徳
を
好
む
無
き
に
于
て
は
、
汝
之
に

福
を
錫
う
と
雖
も
、
其
れ
汝
咎
を
用
う
と
作
さ
ん
。 

 

偏
無
く
〇
無
く
、
王
の
義
に
遵
え
。
好
を
作
す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
道
に
遵
え
。
悪
を

作
す
こ
と
有
る
無
く
、
王
の
路
に
遵
え
。
偏
無
く
党
無
く
、
王
道
蕩
蕩
た
り
。
党
無
く
偏
無

く
王
道
平
平
た
り
。
反
無
く
側
無
く
、
王
道
正
直
な
り
。
其
の
有
極
に
会
し
、
其
の
有
極
に

帰
せ
よ
。 

 

曰
く
、
皇
、
極
の
敷
言
を
、
是
れ
訓
せ
ば
、
帝
に
〇
て
其
れ
訓
わ
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、

極
の
敷
言
に
、
是
れ
訓
い
是
れ
行
わ
ば
、
以
て
天
子
の
光
に
近
づ
か
ん
。
曰
く
、「
天
子
は
民

の
父
母
と
作
り
、
以
て
天
下
の
王
と
為
る
」
と
。 

 

六
に
三
徳
。
一
に
曰
く
正
直
、
二
に
曰
く
剛
克
、
三
に
曰
く
柔
克
。
平
康
は
正
直
、
彊
弗

は
剛
克
、
〇
友
は
柔
克
、
沈
潜
は
剛
克
、
高
明
は
柔
克
な
り
。 

 

惟
れ
〇
福
を
作
し
、
惟
れ
〇
威
を
作
し
、
惟
れ
〇
玉
食
す
。
臣
は
福
を
作
し
、
威
を
作
し

玉
食
す
る
有
る
無
し
。 

 

臣
が
福
を
作
し
威
を
作
し
玉
食
す
る
あ
る
は
、
其
れ
而
の
家
に
害
あ
り
、
而
の
国
に
凶
あ

り
。
人
用
て
側
頗
僻
し
、
民
用
て
潜
忒
す
。 

 

七
に
稽
疑
。
択
ん
で
卜
筮
の
人
を
建
立
し
、
乃
ち
卜
筮
を
命
ず
。 

 

曰
く
雨
、
曰
く
霽
、
曰
く
蒙
、
曰
く
駅
、
曰
く
克
、
曰
く
貞
、
曰
く
悔
、
凡
そ
七
。
卜
は

五
、
占
は
二
を
用
う
。
忒
を
衍
す
。
時
の
人
を
立
て
て
卜
筮
を
作
さ
し
む
。
三
人
占
え
ば
、

則
ち
二
人
の
言
に
従
う
。 

 

汝
則
ち
大
疑
あ
れ
ば
、
謀
、
乃
の
心
に
及
ぼ
し
、
謀
、
卿
士
に
及
ぼ
し
、
謀
、
庶
人
に
及

ぼ
し
、
謀
卜
筮
に
及
ぼ
す
。 

 

汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
卿
士
従
い
、
庶
民
従
う
。
是
を
大
同
と
謂
う
。
身
其

れ
康
彊
に
し
て
、
子
孫
其
れ
吉
に
逢
わ
ん
。 

 

汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
卿
士
逆
い
、
庶
民
従
う
は
吉
。 

 

卿
士
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
汝
則
ち
逆
い
、
庶
民
従
う
は
吉
。 

 

庶
民
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
汝
則
ち
逆
い
、
卿
士
逆
う
は
吉
。 

 

汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
逆
い
、
卿
士
逆
い
、
庶
民
従
う
と
き
は
、
内
に
作
す
は
吉
、

外
に
作
す
は
凶
。 

 

亀
筮
共
に
人
に
違
う
と
き
は
、
静
に
用
う
る
は
吉
、
作
に
用
う
る
は
凶
な
り
。 

 

八
に
庶
徴
。
曰
く
雨
、
曰
く
暢
、
曰
く
燠
、
曰
く
寒
、
曰
く
風
、
曰
く
時
。
五
者
来
り
備

わ
り
、
各
々
そ
の
叙
を
以
て
す
る
と
き
は
、
庶
草
蕃
廡
す 

 

一
の
極
ま
り
て
備
わ
る
る
は
凶
に
し
て
、
一
の
極
ま
り
て
無
き
も
凶
な
り
。 

 

曰
く
休
徴
。
曰
く
粛
な
る
と
き
は
時
雨
に
若
い
、
曰
く
〇
な
る
と
き
は
時
腸
若
い
、
曰
く

哲
な
る
と
き
は
時
燠
若
い
、
曰
く
謀
な
る
と
き
は
時
寒
若
い
、
曰
く
聖
な
る
と
き
は
時
風
若

う
。 

 

曰
く
咎
徴
。
曰
く
狂
な
る
と
き
は
恒
雨
若
い
、
曰
く
潜
な
る
と
き
は
恒
腸
若
い
、
曰
く
予

な
る
と
き
は
恒
燠
若
い
、
曰
く
急
な
る
と
き
は
恒
寒
若
い
、
曰
く
蒙
な
る
と
き
は
恒
風
若
う
。 

 

曰
く
、
王
の
省
み
る
は
惟
れ
歳
、
卿
士
は
惟
れ
月
、
師
尹
は
惟
れ
目
。 

 

歳
月
日
。
時
易
る
無
け
れ
ば
、
百
穀
用
て
成
ら
ず
、
〇
ま
る
こ
と
用
て
昏
く
し
て
明
か
な

ら
ず
、
俊
民
用
て
微
に
、
家
用
て
寧
か
ら
ず
。 

 

庶
民
派
惟
れ
星
。
星
に
風
を
好
む
あ
り
、
星
に
雨
を
好
む
あ
り
。
日
月
の
行
に
は
、
則
ち

冬
あ
り
夏
あ
り
。
月
の
星
に
従
う
と
き
は
、
則
ち
以
て
風
雨
す
。 

 

九
に
五
福
。
一
に
曰
く
寿
、
二
に
曰
く
富
、
三
に
曰
く
康
寧
、
四
に
曰
く
好
む
攸
は
徳
、

五
に
曰
く
考
終
命
。 

 

六
極
。
一
に
曰
く
凶
短
折
、
二
に
曰
く
疾
、
三
に
曰
く
憂
、
四
に
曰
く
貧
、
五
に
曰
く
悪
、

六
に
曰
く
弱
。 

  

以
上
長
く
な
っ
た
が
全
文
を
載
せ
た
。
師
友
会
の
お
互
は
、
東
洋
政
治
道
徳
の
淵
源
を
な

す
洪
範
九
疇
を
一
通
り
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
と
思
う
て
。
第
五
の
皇
極
が
力
説
さ
れ
て

い
る
の
は
、
こ
の
九
五
の
位
を
践
む
も
の
の
峻
命
の
易
か
ら
ざ
る
を
も
っ
て
で
あ
る
。
古
来

支
那
の
道
統
は
日
本
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
人
達
が
あ
る
が
、
私
も
こ
の
皇
極
を
熟
読
し

て
、
こ
の
皇
極
の
道
は
天
之
御
中
主
神
の
理
法
で
あ
り
、
そ
の
光
顕
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
天
照

大
御
神
の
御
神
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
道
を
委
託
さ
せ
給
う
た
日
嗣
の
皇
孫

に
よ
っ
て
、
計
り
知
れ
な
い
神
代
の
古
か
ら
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
現
代
の
天
皇
に
ま
で
受
け

継
が
れ
て
い
る
こ
の
事
実
。
立
極
垂
統
の
道
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
が
宗

家
で
あ
り
、
こ
の
道
が
支
那
に
伝
え
ら
れ
て
、
洪
範
九
疇
と
な
っ
た
と
し
か
考
え
様
が
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
亀
卜
占
筮
を
重
ん
じ
て
い
る
。
君
主
哲
人
庶
人
政
治
と
と
も
に
亀
筮
に

よ
っ
て
神
意
を
窺
う
真
正
政
治
も
宣
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
八
百
万
神
神
を
安
の
川
に
神
集

え
、
禊
祓
し
て
会
議
を
開
き
、
そ
れ
を
思
兼
神
（
一
人
と
考
え
な
く
て
よ
い
）
哲
人
に
考
え

せ
し
め
、
更
に
、
太
麻
爾
に
占
え
て
神
意
を
伺
わ
れ
た
神
代
日
本
の
政
治
が
伝
っ
た
も
の
で

あ
り
、
亀
筮
な
ど
の
占
の
こ
と
も
古
典
に
残
さ
れ
て
居
り
、
殊
に
八
卦
の
陰
陽
、
奇
偶
の
数

理
は
、
伊
邪
那
岐
命
の
神
言
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
川
面
凡
児
大
人
が
大
祓
詞
の

「
天
津
金
木
を
、
本
打
ち
切
り
末
打
ち
断
ち
て
」
は
今
の
算
木
で
あ
り
、「
天
津
管
麻
を
、
本

刈
り
断
ち
末
刈
り
切
り
て
、
八
針
に
取
辟
き
て
」
は
蓍
、
今
の
筮
竹
で
、
大
国
主
、
少
彦
名

の
神
々
が
船
で
渡
っ
て
教
え
伝
え
ら
れ
た
も
の
、
竜
馬
と
云
い
、
亀
と
い
う
の
は
舟
で
あ
る

と
述
べ
て
い
ら
れ
る
は
決
し
て
荒
唐
の
言
と
す
べ
き
で
は
な
い
。 

九
疇
洪
範
精
数
定
位 

 
 

前
に
述
べ
た
洛
書
の
九
数
の
定
位
を
敷
衍
し
て
、
一
疇
界
に
九
数
を
入
れ
て
、
九
九
、
八
十
一

数
の
定
位
を
観
る
と
次
の
様
に
な
る
。
之
を
仔
細
に
観
想
す
れ
ば
、
実
に
数
の
理
法
の
正
確
さ
円

転
さ
玄
妙
さ
、
其
の
世
界
の
荘
厳
さ
。
神
の
世
界
の
一
端
を
窺
い
観
る
感
じ
が
し
て
、
無
限
の
深

淵
に
畏
こ
む
の
で
あ
る
。 

 
    

    
 

八
十
一
数
定
位 

 

洛書洪範図 
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三
に
八
政せ

い

。
一
に
曰
く
食

し
ょ
く

、
二
に
曰
く
貨か

、
三
に
曰
く
祀し

、
四
に
曰
く
司し

空く
う

、
五
に
曰
く
司し

徒と

、

六
に
曰
く
司
寇
、
七
に
曰
く
賓ひ

ん

、
八
に
曰
く
師し

。 

 

四
に
五
紀き

。
一
に
曰
く
歳さ

い

、
二
に
曰
く
月げ

つ

、三
に
曰
く
日じ

つ

、
四
に
曰
く
星
辰
、
五
に
曰
く
暦
数
。 

 

五
に
皇
極
。
皇き

み

は
其
の
有
極
を
建
て
、
時こ

の
五
福
を
斂あ

つ

め
、
用も

っ

て
厥そ

の
庶
民

し
ょ
み
ん

に
敷し

き
錫た

ま

う
。
惟こ

れ
時こ

れ
厥
の
庶
民
、
汝
の
極

き
ょ
く

に
于お

い

て
し
、
汝
に
保
極

ほ
う
き
ょ
く

を
錫あ

た

え
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、淫い

ん

朋ぼ
う

あ
る

無
く
、
人
、
比ひ

徳と
く

あ
る
無
き
は
、
惟こ

れ
皇
極
を
作
せ
ば
な
り
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、
猷み

ち

あ
り
為
す
あ

り
守
る
あ
ら
ば
、
汝
則
ち
之
を
念
え
。
極
に
協か

な

わ
ざ
る
も
、
咎と

が

に
罹
ら
ざ
る
も
の
は
、
皇き

み

則
ち
之

を
受
け
よ
。
而

な
ん
じ

の
色
を
康や

す

ら
か
に
し
、
「
予わ

れ

の
好
む
攸

と
こ
ろ

は
徳
な
り
」
と
曰
わ
ば
、
汝
則
ち
之
に
福

を
錫あ

た

え
よ
。時こ

の
人
は
斯こ

れ
其そ

れ
惟こ

れ
皇き

み

の
極
な
り
。㷀け

い

独ど
く

を
虐

ぎ
ゃ
く

し
て
高
明
を
畏お

そ

る
る
勿
か
れ
。

人
能
あ
り
為
す
あ
る
も
の
、
其
の
行
を
羞す

す

め
し
め
ば
、
而

な
ん
じ

の
邦く

に

其
れ
昌

さ
か
ん

な
ら
ん
。
凡
そ
厥
の
正

人
、
既
に
富
ま
し
め
方ま

さ

に
穀よ

く
せ
よ
。
汝

な
ん
じ

、
而

な
ん
じ

の
家
に
好
あ
ら
し
む
る
能
わ
ず
ん
ば
、
時こ

の
人

斯
れ
其
れ
辜つ

み

あ
ら
ん
。
其
の
徳
を
好
む
無
き
に
于
て
は
、
汝
之
に
福
を
錫た

ま

う
と
雖
も
、
其
れ
汝

咎と
が

を
用
う
と
作
さ
ん
。 

 

偏へ
ん

無な

く
陂ひ

無
く
、
王
の
義
に
遵

し
た
が

え
。
好
を
作
す
こ
と
有
る
無
く
、王
の
道
に
遵

し
た
が

え
。
悪
を
作
す

こ
と
有
る
無
く
、王
の
路
に
遵
え
。偏へ

ん

無な

く
党と

う

無
く
、
王
道
蕩
蕩

と
う
と
う

た
り
。
党
無
く
偏
無
く
王
道
平

平
た
り
。反は

ん

無な

く
側そ

く

無
く
、王
道
正
直

せ
い
ち
ょ
く

な
り
。其
の
有
極

ゆ
う
き
ょ
く

に
会
し
、
其
の
有
極
に
帰
せ
よ
。 

 

曰
く
、
皇き

み

、
極
の
敷ふ

言げ
ん

を
、
是
れ
訓く

ん

せ
ば
、
帝
に
于お

い

て
其
れ
訓

し
た
が

わ
ん
。
凡
そ
厥
の
庶
民
、
極
の
敷

言
に
、
是
れ
訓

し
た
が

い
是
れ
行
わ
ば
、
以
て
天
子
の
光
に
近
づ
か
ん
。
曰
く
、
「
天
子
は
民
の
父
母
と

作
り
、以
て
天
下
の
王
と
為
る
」
と
。 

 

六
に
三
徳
。
一
に
曰
く
正
直

せ
い
ち
ょ
く

、
二
に
曰
く
剛ご

う

克こ
く

、
三
に
曰
く
柔

じ
ゅ
う

克こ
く

。平へ
い

康こ
う

は
正
直
、
彊

き
ょ
う

弗ふ
つ

は
剛

克
、
燮

し
ょ
う

友ゆ
う

は
柔
克
、沈
潜
は
剛
克
、高
明
は
柔
克
な
り
。 

 

惟こ

れ
辟き

み

福
を
作
し
、
惟
れ
辟
威
を
作
し
、
惟
れ
辟
玉

ぎ
ょ
く

食
し
ょ
く

す
。
臣
は
福
を
作
し
、
威
を
作
し
玉

食
す
る
有
る
無
し
。 

 

臣
が
福
を
作
し
威
を
作
し
玉
食
す
る
あ
る
は
、
其
れ
而
の
家
に
害
あ
り
、
而
の
国
に
凶
あ
り
。

人
用も

っ

て
側
頗

そ

く

は

僻へ
き

し
、民
用
て
潜
忒

せ
ん
と
く

す
。 

 

七
に
稽
疑

け

い

ぎ

。
択え

ら

ん
で
卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

の
人
を
建
立

け
ん
り
ゅ
う

し
、乃
ち
卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

を
命
ず
。 

 

曰
く
雨う

、
曰
く
霽せ

い

、
曰
く
蒙も

う

、
曰
く
駅え

き

、
曰
く
克こ

く

、
曰
く
貞て

い

、
曰
く
悔か

い

、
凡
そ
七
。
卜
は
五
、占
は

二
を
用
う
。忒と

く

を
衍え

ん

す
。
時
の
人
を
立
て
て
卜
筮

ぼ
く
ぜ
い

を
作
さ
し
む
。三
人
占
え
ば
、
則
ち
二
人
の
言

に
従
う
。 

 

汝
則
ち
大
疑
あ
れ
ば
、
謀ぼ

う

、
乃

な
ん
じ

の
心
に
及
ぼ
し
、
謀
、
卿
士

け

い

し

に
及
ぼ
し
、
謀
、
庶
人
に
及
ぼ
し
、

謀
卜
筮
に
及
ぼ
す
。 

 

汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、
卿
士
従
い
、
庶
民
従
う
。
是
を
大
同

た
い
ど
う

と
謂
う
。
身
其
れ
康こ

う

彊
き
ょ
う

に
し
て
、
子
孫
其
れ
吉
に
逢
わ
ん
。 

 

汝
則
ち
従
い
、亀
従
い
、筮
従
い
、
卿
士
逆
い
、
庶
民
逆
う
は
、吉
。 

 

卿
士
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、汝
則
ち
逆
い
、
庶
民
逆
う
は
、吉
。 

 

庶
民
従
い
、
亀
従
い
、
筮
従
い
、汝
則
ち
逆
い
、
卿
士
逆
う
は
、吉
。 

 

汝
則
ち
従
い
、
亀
従
い
、
筮
逆
い
、卿
士
逆
い
、
庶
民
逆
う
と
き
は
、
内
に
作
す
は
吉
、
外
に
作
す

は
凶
。 

 

亀
筮
共
に
人
に
違
う
と
き
は
、静
に
用
う
る
は
吉
、作
に
用
う
る
は
凶
な
り
。 

 

八
に
庶し

ょ

徴
ち
ょ
う

。
曰
く
雨
、
曰
く
暢よ

う

、
曰
く
燠い

く

、
曰
く
寒か

ん

、
曰
く
風
、
曰
く
時じ

。
五
者
来
り
備
わ
り
、

各
々
そ
の
叙じ

ょ

を
以
て
す
る
と
き
は
、庶
草
蕃
廡

し
ょ
そ

う
は
ん
ぶ

す
。 

 

一
の
極
ま
り
て
備
わ
る
る
は
凶
に
し
て
、
一
の
極
ま
り
て
無
き
も
凶
な
り
。 

 

曰
く
休

き
ゅ
う

徴
ち
ょ
う

。
曰
く
粛

し
ゅ
く

な
る
と
き
は
時
雨

じ

う

若
し
た
が

い
、
曰
く
乂か

い

な
る
と
き
は
時
暘

じ

よ

う

若
し
た
が

い
、
曰
く
哲て

つ

な
る
と
き
は
時
燠

じ

い

く

若
い
、
曰
く
謀
な
る
と
き
は
時じ

寒か
ん

若
い
、
曰
く
聖
な
る
と
き
は
時
風
若
う
。 

 

曰
く
咎

き
ゅ
う

徴
ち
ょ
う

。
曰
く
狂
な
る
と
き
は
恒こ

う

雨う

若
い
、
曰
く
潜せ

ん

な
る
と
き
は
恒
暘

こ
う
よ
う

若
い
、
曰
く
予よ

な

る
と
き
は
恒
燠

こ
う
い
く

若
い
、曰
く
急

き
ゅ
う

な
る
と
き
は
恒こ

う

寒か
ん

若
い
、曰
く
蒙も

う

な
る
と
き
は
恒
風

こ
う
ふ
う

若
う
。 

 
曰
く
、
王
の
省

か
え
り

み
る
は
惟こ

れ
歳と

し

、
卿
士
は
惟
れ
月
、師
尹

し

い

ん

は
惟
れ
日
。 

 

歳
月
日
、
時
易
る
無
け
れ
ば
、
百
穀
用
て
成
り
、
乂お

さ

ま
る
こ
と
用
て
明
か
に
、
俊
民
用
て
章あ

ら

わ

れ
、
家
用
て
平へ

い

康こ
う

な
り
。 

日
月
歳
、
時
既
に
易
れ
ば
、
百
穀
用
て
成
ら
ず
、
乂お

さ

ま
る
こ
と
用
て
昏く

ら

く
し
て
明
か
な
ら
ず
、

俊
民
用
て
微
に
、家
用
て
寧や

す

か
ら
ず
。 

 

庶
民
は
惟
れ
星
。
星
に
風
を
好
む
あ
り
、
星
に
雨
を
好
む
あ
り
。
日
月
の
行
に
は
、
則
ち
冬
あ
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り
夏
あ
り
。月
の
星
に
従
う
と
き
は
、則
ち
以
て
風
雨
す
。 

 
九
に
五
福
。
一
に
曰
く
寿
、
二
に
曰
く
富
、
三
に
曰
く
康
寧
、
四
に
曰
く
好
む
攸
は
徳
、
五
に
曰

く
考こ

う

終
し
ゅ
う

命め
い

。 

 

六
極
。
一
に
曰
く
凶

き
ょ
う

短
折

た
ん
せ
つ

、
二
に
曰
く
疾
、
三
に
曰
く
憂
、
四
に
曰
く
貧
、
五
に
曰
く
悪
、
六
に

曰
く
弱
。 

  

以
上
長
く
な
っ
た
が
全
文
を
載
せ
た
。
師
友
会
の
お
互
は
、
東
洋
政
治
道
徳
の
淵
源
を
な
す

洪
範
九
疇
を
一
通
り
知
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
と
思
う
て
。
第
五
の
皇
極
が
力
説
さ
れ
て
い
る

の
は
、
こ
の
九
五
の
位
を
践
む
も
の
の
峻
命
の
易
か
ら
ざ
る
を
も
っ
て
で
あ
る
。
古
来
支
那
の
道

統
は
日
本
か
ら
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
人
達
が
あ
る
が
、
私
も
こ
の
皇
極
を
熟
読
し
て
、
こ
の
皇

極
の
道
は
天
之
御
中
主
神
の
理
法
で
あ
り
、
そ
の
光
顕
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
天
照
大
御
神
の
御

神
徳
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、こ
の
道
を
委
託
さ
せ
給
う
た
日
嗣
の
皇
孫
に
よ
っ
て
、
計
り

知
れ
な
い
神
代
の
古
か
ら
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
、
現
代
の
天
皇
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
の

事
実
。
立
極
垂
統
の
道
が
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
が
宗
家
で
あ
り
、こ
の
道
が
支

那
に
伝
え
ら
れ
て
、
洪
範
九
疇
と
な
っ
た
と
し
か
考
え
様
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
亀
卜
占
筮

を
重
ん
じ
て
い
る
。君
主
哲
人
庶
人
政
治
と
と
も
に
亀
筮
に
よ
っ
て
神
意
を
窺
う
神
政
政
治
も

宣
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
八
百
万
神
々
を
安
の
川
に
神
集
え
、
禊
祓
し
て
会
議
を
開
き
、
そ
れ
を

思
兼
神
（
一
人
と
考
え
な
く
て
よ
い
）
哲
人
に
考
え
せ
し
め
、
更
に
、
太
麻
爾
に
占
え
て
神
意
を

伺
わ
れ
た
神
代
日
本
の
政
治
が
伝
っ
た
も
の
で
あ
り
、
亀
筮
な
ど
の
占
の
こ
と
も
古
典
に
残
さ

れ
て
居
り
、
殊
に
八
卦
の
陰
陽
、
奇
偶
の
数
理
は
、
伊
邪
那
岐
命
の
神
言
よ
り
発
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
川
面
凡
児
大
人
が
大
祓
詞
の
「
天
津
金
木
を
、
本
打
ち
切
り
末
打
ち
断
ち
て
」
は

今
の
算
木
で
あ
り
、
「
天
津
菅
麻
を
、
本
刈
り
断
ち
末
刈
り
切
り
て
、
八
針
に
取
辟
き
て
」
は

蓍
め
と
ぎ

、
今
の
筮
竹
で
、
大
国
主
、
少
彦
名
の
神
々
が
船
で
渡
っ
て
教
え
伝
え
ら
れ
た
も
の
、
竜
馬
と

云
い
、
亀
と
い
う
の
は
舟
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
は
決
し
て
荒
唐
の
言
と
す
べ
き
で
は
な
い
。 
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菅
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兵
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～
第
二
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本
邦
史
的
変
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概
観
～ 

 

平
安
遷
都 

 

桓
武
天
皇
の
平
安
遷
都
は
何
故
に
行
わ
れ
し
か
。
数
々
の
理
由
も
あ
ろ
う
が
、其
の
本
質
的
目

的
は
政
治
を
一
新
し
て
、
素
朴
に
帰
す
為
で
あ
る
と
見
る
を
妥
当
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
京
都
の

地
た
る
や
、
当
時
は
決
し
て
「
京
都
」
で
は
な
か
っ
た
。文
字
通
り
の
「
山や

ま

背し
ろ

」
「
山
城
」
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
帝
都
を
「
咲
く
花
の
奈
良
の
都
」
か
ら
「
山
背
」
の
国
に
遷
す
と
い
う
こ
と
は
、
決
し

て
あ
だ
な
る
文
化
生
活
の
華
や
か
さ
に
憧
れ
て
の
こ
と
で
は
な
い
。之
に
よ
っ
て
一
は
爛
熟
し
切

っ
た
当
時
の
人
心
を
一
新
す
る
と
共
に
、
一
に
は
政
治
を
仏
教
よ
り
解
放
す
る
こ
と
を
図
っ
た

も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
遷
都
た
る
や
決
し
て
尋
常
の
手
段
に
よ
っ
て
易
々
と
し
て
行
わ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
そ
は
実
に
、
大
化
の
改
新
を
断
行
し
給
え
る 

天
智
天
皇
の
曾
孫
た
る 

桓

武
天
皇
の
英
邁
に
し
て
「
桓
武
」
な
る
御
気
象
に
よ
っ
て
、
始
め
て
断
行
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
体
遷
都
は
常
に
其
の
国
家
に
於
け
る
政
治
的
の
大
改
革
と
相
俟
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
、
多

く
の
場
合
は
、
旧
来
の
都
の
浮
文
的
堕
落
の
状
態
か
ら
政
治
を
救
う
べ
く
、
未
開
素
朴
の
地
に

新
し
く
都
を
建
設
す
る
を
常
と
す
る
。
平
安
遷
都
は
正
し
く
其
の
目
的
を
実
現
す
る
為
の
遷

都
で
あ
っ
た
。
（
此
の
点
よ
り
見
て
、
此
の
遷
都
は
明
治
維
新
に
、
政
治
的
に
殆
ん
ど
無
勢
力
な

り
し
京
都
よ
り
、
一
国
政
治
経
済
の
事
実
上
の
首
都
の
観
あ
り
、
而
し
て
三
百
年
の
泰
平
に
馴

れ
た
江
戸
に
遷
都
し
た
の
と
は
、
大
な
る
違
い
が
あ
る
。
） 

  
   

平
安
末
期 

 

か
く
て
遷
都
当
時
の
京
都
に
は
、
随
っ
て
国
民
に
は
、新
鋭
な
る
素
朴
剛
健
の
男
性
的
気
象
が

横
溢
し
、
之
と
相
俟
っ
て
国
民
的
精
神
が
勃
興
し
て
い
た
。
吾
々
は
そ
を
、
従
来
叛
服
常
無
か
り

し
東
北
ア
イ
ヌ
族
の
遠
征
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
来
、
更
に
弘
法
、
伝
教
の
二
高
僧
の
な
せ
る

仏
教
の
日
本
化
的
努
力
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
其
が
平
安
末
期
に
到
る
や
、
遂

に
彼
の
繊
細
優
麗
な
る
女
流
文
学
に
よ
っ
て
象
徴
せ
ら
る
る
浮
華
文
弱
な
る
女
性
的
生
活
に

堕
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
且
つ
当
時
は
遣
唐
使
の
派
遣
が
盛
に
し
て
、
入
唐
の
留
学
生
は
燦

然
た
る
盛
唐
の
文
化
に
酔
い
て
、
自
ら
を
「
我
是
東
蕃
客
、
懐
恩
入
聖
唐
、
欲
帰
情
未
盡
、
別
涙

湿
衣
装
。
」
と
さ
え
歌
う
に
到
っ
た
。
か
く
て
京
都
の
公
卿
ば
ら
は
国
体
の
本
質
も
、
国
家
の
経

綸
も
外
所
に
、
唯
々
「
此
の
世
を
ば
我
が
世
と
ぞ
思
う
望
月
の
、
か
け
た
る
こ
と
の
無
し
と
思
い
」
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つ
つ
、
其
の
日
其
の
日
を
詩
歌
に
戯
れ
、
管
弦
に
酔
う
て
、
唯
々
享
楽
生
活
に
溺
惑
し
て
い
た
の

で
あ
る
。 

 

然
し
望
月
を
永
久
に
か
け
る
こ
と
な
し
と
思
う
こ
と
の
其
の
こ
と
が
既
に
誤
っ
て
い
る
。
一
体

月
の
盈
虚
を
文
質
関
係
よ
り
見
れ
ば
、
新
月
は
質
で
あ
り
、
満
月
は
文
で
あ
る
。
文
た
る
満
月

を
永
久
に
持
続
せ
ん
と
す
る
望
が
も
は
や
浮
文
的
迷
妄
で
あ
る
。
か
く
て
彼
等
が
望
月
の
生
活

を
誇
り
つ
つ
あ
る
時
は
、
既
に
一
方
よ
り
其
の
望
月
の
虧
け
つ
つ
あ
る
と
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
   

武
士
の
勃
興 

 

か
く
て
京
都
の
公
卿
が
全
く
実
力
を
失
っ
て
来
た
の
に
際
し
て
如
何
に
し
て
武
士
が
政
治
的

実
権
を
握
る
に
到
り
し
か
。
之
は
実
に
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。 

 

藤
原
氏
一
族
の
浮
華
に
乗
じ
て
、
地
方
に
幾
多
の
瀆
武
的
勢
力
が
あ
ら
わ
れ
て
来
た
。
即
ち

中
央
に
志
を
得
ざ
る
有
為
の
人
士
が
地
方
に
行
っ
て
永
住
し
、
多
く
の
家
の
子
郎
党
を
養
い
、

大
な
る
土
地
（
荘
園
）
を
領
有
し
て
、
各
地
々
々
に
豪
族
と
し
て
傲
居
し
て
い
た
。
こ
の
豪
族
の

間
に
激
烈
に
し
て
露
骨
な
る
生
存
競
争
が
起
こ
り
、
私
闘
所
在
に
行
わ
れ
て
、
遂
に
は
中
央
を

脅
か
す
大
乱
を
生
ず
る
に
到
っ
た
。
天
慶
の
乱
、
前
九
年
、
後
三
年
の
役
等
は
こ
れ
で
あ
る
。
而

し
て
諸
大
寺
は
又
多
く
の
荘
園
を
有
し
て
数
千
の
僧
兵
を
養
っ
て
横
暴
を
恣
に
し
て
い
た
。 

 

此
等
の
間
に
在
っ
て
、
其
の
棟
梁
と
し
て
勢
力
を
振
っ
た
も
の
は
、
源
平
の
両
氏
で
あ
っ
た
。
藤

原
氏
は
事
あ
る
毎
に
此
の
武
士
を
頼
ん
で
、
地
方
の
暴
乱
を
鎮
め
、
自
己
の
利
権
を
擁
護
し
て

い
た
。
か
く
て
従
来
は
「
侍

さ
む
ら

い
」
と
し
て
、
貴
族
公
卿
の
従
者
に
甘
ん
じ
て
い
た
「
侍
い
」
は
、
眠

れ
る
獅
子
が
刮
目
し
て
、
己
が
身
に
潜
め
る
力
を
自
覚
し
て
戦
き
立
て
る
が
如
く
、
俄
然
と
し

て
自
信
自
重
の
念
を
生
じ
来
り
、
起
っ
て
以
て
藤
原
一
族
の
地
位
に
代
ら
ん
と
す
る
大
望
を
抱

く
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
最
後
は
実
力
が
も
の
を
い
う
。
遂
に
武
家
の
時
代
が
来
た
。
か
く
て
源

平
の
両
氏
が
暫
く
の
間
覇
を
争
っ
て
い
た
が
、
保
元
平
治
の
乱
に
於
て
、遂
に
勝
利
は
平
氏
に
帰

し
、武
家
の
力
を
以
て
天
下
を
掌
握
し
た
。 

 

然
し
平
氏
は
同
じ
武
士
と
雖
も
源
氏
に
比
し
て
、
何
れ
か
と
い
え
ば
種
々
の
点
よ
り
多
分
に

文
的
性
質
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
平
氏
が
浮
華
の
都
京
都
の
地
に
於
て
政
権
に
あ
り
つ
い
た
の

で
あ
る
。
彼
等
の
「
武
士
」
と
い
う
名
称
は
瞬
間
の
空
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
の
自
利
的
な
政

治
、
貴
族
の
生
活
其
の
儘
な
浮
華
な
生
活
は
、「
驕
る
も
の
久
し
か
ら
ず
、
春
の
夜
の
夢
如
く
、
」

や
が
て
源
氏
の
素
朴
に
し
て
強
剛
な
る
「
質
」
に
よ
っ
て
打
滅
ぼ
さ
る
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

か
く
て
第
一
に
名
乗
り
を
挙
げ
た
源
氏
の
勇
者
は
、快
男
児
木
曽
の
冠
者
義
仲
で
あ
っ
た
。彼

は
文
字
通
り
の
野
人
で
あ
っ
た
。
然
し
「
巧
言
令
色
仁
鮮
し
。
」
「
剛
毅
朴
訥
仁
に
近
し
。
」
で
、

彼
に
は
京
の
や
さ
男
の
輩
よ
り
も
却
っ
て
「
ま
こ
と
」
が
あ
っ
た
。
か
か
る
心
か
ら
私
は
義
仲
に

就
い
て
故
森
滄
浪
先
生
が
在
り
し
日
の
中
秋
の
一
夜
、
私
に
与
え
た
次
の
謡
を
何
時
も
な
が
ら

非
常
な
興
味
を
も
っ
て
詠
む
。 

 
   

田
舎
育
ち
と
そ
し
ら
ば
そ
し
れ 

 
   

木
曽
の
冠
者
は
好
い
男
。 

 
   

深み

山
離
れ
し
荒
鷲
の 

 
   

叩
く
羽
風
に
散
る
花
や 

 
   

都
の
空
に
時
め
き
し 

 
   

驕
る
平
家
も
一
砕
き
。 

 
   

冠
装
束
身
に
添
い
か
ね
て 

京
の
公
卿
衆
の
笑
い
草
。 

ま
ま
よ
、
美
人
の
膝
枕 

怒
る
も
、笑
う
も
夢
の
中
。 

ま
ん
ざ
ら
実
が
無
い
な
ら
ば 

よ
も
や
巴
も
惚
れ
や
す
ま
い
。 

木
曽
の
旭
も
登
れ
ば
落
ち
る 

落
ち
て
栗
津
の
夕
煙
、 

散
る
は
涙
か
草
葉
の
露
か
、 

鎧
に
か
か
る
一
雫
、 

情
の
ほ
ど
が
見
え
る
ぞ
え 

覚
め
て
身
に
し
む
遠
山
嵐 

野
辺
の
み
ど
り
を
吹
く
わ
い
な
。 

 
    

（
木
曽
公
を
詠
ず 

滄
浪
酔
書
） 

正
に
「
野
」
そ
の
も
の
の
義
仲
の
性
格
が
躍
如
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
然
し
義
仲
に
は
瀆

武
と
称
さ
る
べ
き
処
が
あ
っ
た
。
彼
に
は
憾
む
ら
く
は
、
破
壊
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
建
設
が
無
か

っ
た
。
雑
草
に
火
を
つ
け
て
焼
き
払
い
は
し
た
が
、
愈
々
開
墾
し
た
後
に
蒔
く
べ
き
新
し
い
種
子

と
之
を
培
う
べ
き
肥
料
と
が
無
か
っ
た
。
而
し
て
彼
の
破
壊
の
後
に
新
し
い
武
家
政
治
の
基
を

建
設
し
た
も
の
こ
そ
誰
あ
ろ
う
。
或
は
伊
豆
に
、
或
は
平
泉
に
幾
年
か
の
忍
苦
の
生
活
を
嘗
め

盡
し
た
流
人
頼
朝
義
経
の
兄
弟
の
率
い
る
関
東
東
北
の
野
武
士
「
東

夷

あ
ず
ま
え
び
す

」
で
は
な
か
っ
た
か
。 
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自
治
と
財
産                                

三
浦 

夏
南 

  

人
の
思
い
こ
み
は
不
思
議
な
ほ
ど
の
力
を
持
つ
。
特
に
社
会
一
般
の
流
行
に
順
応
す
る
こ
と
を

以
て
常
識
と
心
得
て
い
る
多
数
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
強
烈
な
影
響
力
が
あ
る
。
古
き
良
き
日

本
人
が
斯
く
の
如
く
大
勢
順
応
の
民
族
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
は
研
究
す
べ
き
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
我
々
の
知
る
戦
後
の
日
本
人
は
と
に
か
く
時
勢
に
流
さ
れ

や
す
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
今
号
は
財
産
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
が
、
強
烈
な

刷
り
込
み
に
よ
る
思
い
込
み
に
よ
っ
て
、日
本
人
は
一
億
総
貧
困
へ
の
道
を
突
き
進
ん
で
い
る
か

も
し
れ
な
い
。 

 

愚
な
る
者
を
我
が
国
で
は
「
た
わ
け
」
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
田
を
分
け
る
も
の
、
財

を
分
割
す
る
こ
と
を
戒
め
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
財
産
は
一
族
一
家
を
以
て
総
合
し

保
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
最
終
決
裁
権
は
常
に
家
長
が
掌
握
す
べ
き
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

財
産
は
土
地
で
あ
れ
、
貨
幣
で
あ
れ
、
不
動
産
で
あ
れ
、
家
族
が
生
活
し
て
行
く
物
資
を
供
給

す
る
基
礎
で
あ
り
、
こ
れ
を
分
割
す
る
こ
と
は
、
生
活
を
分
割
す
る
こ
と
に
な
る
。
経
済
の
根
本

を
分
か
つ
と
い
う
こ
と
は
、
一
家
の
精
神
を
分
断
し
、
共
同
を
不
能
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

血
と
心
さ
え
通
い
合
え
ば
と
現
代
人
は
言
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
在
の
悲
惨
な
日
本
家
庭
の

有
り
様
を
見
れ
ば
甘
い
こ
と
ば
か
り
は
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
物
と
心
は
一
体
で
あ
り
、

物
質
に
よ
る
生
活
を
分
け
れ
ば
、精
神
も
乖
離
し
行
く
こ
と
は
人
の
自
然
で
あ
る
。 

財
産
を
分
割
す
る
こ
と
は
そ
の
家
の
成
長
力
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
に
な
る
。
資
産
は
集
ま

る
と
こ
ろ
に
さ
ら
に
集
ま
る
性
質
を
持
っ
て
お
り
、あ
る
水
準
を
下
回
れ
ば
、
資
産
が
経
費
に
よ

り
相
殺
さ
れ
る
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
資
本
主
義
に
お
い
て
は
、
こ
の
分
割
さ
れ
自
立
的
な
経

済
基
盤
を
持
た
ぬ
労
働
者
こ
そ
労
働
の
面
で
も
消
費
の
面
で
も
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、

自
立
し
た
臣
民
を
以
て
国
の
基
礎
と
す
る
我
が
国
に
は
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
。 

卑
近
な
例
で
考
え
て
み
る
と
仮
に
三
世
帯
の
家
族
十
人
が
完
全
に
思
想
を
統
合
し
、
生
活

を
共
同
し
て
い
た
と
考
え
る
と
必
ず
人
手
的
に
も
資
金
的
に
も
余
剰
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
資

金
的
余
剰
を
投
資
す
れ
ば
、
さ
ら
な
る
財
産
を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
し
、
人
的
余
剰
を
教

育
に
注
げ
ば
次
世
代
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
出
来
る
。
子
ど
も
に
は
お
金
が
か
か
る
と
言
っ
て

経
済
的
理
由
か
ら
出
産
を
制
限
す
る
人
も
多
い
現
代
に
あ
っ
て
、
人
的
、
資
金
的
余
剰
が
あ
れ

ば
、
次
世
代
の
子
供
は
多
く
生
み
育
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
経
済
も
教
育
も
自
前
で
あ

れ
ば
、
お
金
の
か
か
る
現
代
社
会
へ
子
供
を
預
け
る
必
要
も
な
く
、
濃
厚
な
家
族
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
で
家
へ
の
忠
誠
心
を
育
ま
れ
た
子
供
達
は
成
人
し
て
新
た
な
資
産
を
生
み
出
す
仕
事
の
担

い
手
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
財
産
は
一
家
の
中
心
に
統
合
さ
れ
一
括
し
て
管
理
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
無
限
の
余
剰
を
生
む
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。 

翻
っ
て
現
代
の
一
般
的
な
日
本
人
を
見
て
み
る
と
こ
の
逆
の
こ
と
を
し
て
自
ら
貧
困
を
招
い

て
い
る
。
ま
ず
一
族
を
分
解
し
、
核
家
族
と
す
る
の
で
、
資
本
が
分
散
し
て
し
ま
う
。
資
本
が
な

け
れ
ば
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
為
、
会
社
な
ど
に
雇
わ
れ
て
働
く
必
要
性
が
出
て
く
る
。
家
に
残

る
人
手
が
少
な
く
、或
は
皆
無
で
あ
る
の
で
、子
ど
も
の
教
育
が
疎
か
に
な
り
、教
育
を
学
校
等

外
部
へ
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
外
部
へ
委
託
す
れ
ば
、
必
ず
費
用
が
か
か
る
。
さ
ら

に
せ
っ
か
く
育
て
た
子
供
達
も
学
校
に
て
資
本
主
義
に
奉
仕
す
る
労
働
者
、
消
費
者
、
個
人
主

義
者
と
し
て
洗
脳
さ
れ
る
為
、
成
人
後
家
の
為
に
働
い
て
く
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
家
を
分
割
し
て
新
し
い
家
を
作
り
、
そ
こ
で
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
行
く
。
こ
れ
で
は
分

割
に
分
割
を
繰
り
返
し
た
末
余
剰
が
生
ま
れ
な
く
な
り
、
余
剰
の
欠
如
は
さ
ら
な
る
依
存
を

生
み
、
依
存
は
経
費
を
増
大
さ
せ
、
さ
ら
に
余
剰
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
貧
困
の
ス
パ
イ
ラ
ル
へ
と

入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
で
分
割
さ
れ
た
生
活
は
家
族
の
精
神
的
疎
遠
感
を

生
み
、
遂
に
は
家
族
と
は
名
ば
か
り
の
利
害
で
繋
が
る
個
人
の
集
団
と
な
り
果
て
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。 

思
い
込
み
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
り
、
教
育
と
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
仲
睦

ま
じ
い
家
族
を
分
解
し
て
孤
独
で
寂
し
い
個
人
と
な
り
、
豊
か
な
資
産
を
分
割
し
て
貧
乏
な
労

働
者
と
な
る
。
こ
ん
な
恐
る
べ
き
宗
教
を
信
じ
て
そ
れ
を
常
識
と
し
て
い
る
と
は
一
寸
考
え
難

い
も
の
で
あ
る
が
、小
学
よ
り
大
学
に
至
る
十
六
年
の
学
校
教
育
と
そ
の
後
の
所
謂
社
会
生
活

と
は
、
こ
の
一
見
受
け
入
れ
難
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
骨
の
髄
に
ま
で
浸
透
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
こ
の
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
よ
り
断
固
た
る
態
度
で
脱
出
し
、
確
固
た
る
一
族
の
基
盤
を
打

ち
立
て
、
そ
こ
に
育
つ
真
の
自
立
し
た
臣
民
を
生
み
だ
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
浦 

美
恵 

 

 
 

 

 

今
月
は
里
芋
堀
り
、
秋
野
菜
の
手
入
れ
、
ネ
ギ
の
出
荷
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
定
植
の
準
備
・
定

植
を
行
い
ま
し
た
。 

 

地
域
の
秋
祭
り
が
終
わ
る
十
月
半
ば
か
ら
は
里
芋
の
価
格
が

下
が
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
に
会
員
の
寺
川
正
一
さ
ん
や
有
志
の

方
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
畑
一
枚
分
の
里
芋
を
掘
り

き
り
ま
し
た
。
今
月
も
会
員
の
藤
本
秀
行
さ
ん
が
連
日
お
手
伝

い
に
来
て
下
さ
り
、
良
い
テ
ン
ポ
で
掘
り
き
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
堀
っ
た
芋
の
一
部
は
万
葉
苑
に
も
持
っ
て
い
き
、
参
加
者
皆

で
芋
炊
き
を
頂
き
ま
し
た
。
県
外
出
身
の
私
は
芋
炊
き
に
馴
染

み
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
郷
土
の
名
産
で
あ
る
里
芋
が
料

理
の
中
心
に
な
り
、
大
勢
で
机
を
囲
っ
て
食
べ
ら
れ
る
芋
炊
き

は
、
愛
媛
の
素
敵
な
文
化
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
来
年
も
多
く
の

里
芋
を
育
て
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
一
旦
秋
祭

り
が
始
ま
る
と
農
業
は
お
休
み
で
す
。
私
達
の
住
む
部
落
は
お

祭
り
で
獅
子
舞
が
あ
り
、主
人
と
義
弟
の
颯
君
は
二
日
間
で
二

〇
〇
件
を
回
り
ま
し
た
。慣
れ
な
い
な
が
ら
も
教
わ
っ
た
舞
を
し

て
帰
宅
し
た
時
に
は
く
た
く
た
で
し
た
が
、
お
祭
り
を
通
し
て

地
域
の
方
と
も
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
し
た
。 

 

続
い
て
秋
野
菜
の
手
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
先
月
定
植
し
た

野
菜
は
す
く
す
く
と
育
ち
、
大
根
や
カ
ブ
は
必
要
以
上
に
沢
山

の
芽
が
出
て
い
た
の
で
間
引
き
を
し
ま
し
た
。
間
引
き
は
地
道

な
作
業
で
す
が
、
清
掃
と
同
じ
で
終
っ
た
後
に
心
地
よ
い
達
成

感
が
あ
り
ま
す
。
風
通
し
が
よ
く
な
り
、
大
根
の
葉
っ
ぱ
も
気
持

ち
良
さ
そ
う
に
揺
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
ネ
ギ
の
出
荷
に
つ
い
て
で
す
。
八
月
末
に
定
植
し
た
ネ
ギ
は
青
々
と
育
ち
、
収
穫
さ
れ

る
の
を
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
里
芋
や
ハ
ウ
ス
の
事
で
疎
か
に
な
っ
て
収
穫
時
期

を
逃
さ
な
い
よ
う
、こ
ち
ら
も
順
々
に
採
っ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

 

最
後
に
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
に
つ
い
て
で
す
。
今
月
末
の
苗
の
定

植
に
向
け
て
、
支
柱
を
た
て
た
り
灌
水
設
備
を
整
え
た
り
し

ま
し
た
。
ハ
ウ
ス
自
体
は
補
助
金
が
下
り
て
業
者
の
方
が
建

て
て
く
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
灌
水
設
備
、
電
柱
建

て
、
支
柱
建
て
や
草
管
理
・
土
壌
づ
く
り
は
補
助
金
の
対
象

外
の
た
め
、
自
分
た
ち
で
一
つ
一
つ
準
備
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
農
業
・
外
仕
事
の
経
験
が
無
い
私
達
は
、
電
柱
一
本
立

て
る
の
に
、
ま
た
鉄
筋
一
列
真
っ
す
ぐ
に
立
て
る
の
に
も
苦

戦
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
今
月
も
杏
奈
さ
ん
の
お
父
さ
ん

に
来
て
い
た
だ
き
、
一
つ
一
つ
や
り
方
を
教
え
て
頂
き
ま
し

た
。
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
と
、
ど
ん
な
仕
事
も
先
人
か

ら
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
や
り
方
と
い
う
も
の
が
あ
り
、こ

の
よ
う
な
専
門
的
な
技
術
を
も
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
今
ま
で

伝
統
が
守
ら
れ
て
き
た
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
今
、
各
界
で
機

械
化
や
省
略
化
が
す
す
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
高
度
な
技
術

が
受
け
継
が
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
嘆
く
こ
と
は
多
い
で
す

が
、
自
分
達
に
で
き
る
こ
と
を
一
歩
一
歩
地
道
に
積
み
重
ね

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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★
活
動
報
告 

 

・
十
月
二
十
三
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

  

・
十
月
三
十
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 

★
今
後
の
予
定 

 

・
十
一
月
二
十
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時 

相
談
会
「
三
間
村
塾
再
建
に
向
け
て
」 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-

三
一
） 

 
 

 

・
十
一
月
二
十
三
日
（
土
）
十
三
時
～ 

秋
季
例
大
祭
（
初
穂
祭
） 

 
 
 

大
和
神
社
（
愛
媛
県
東
温
市
樋
口
） 

 
 

 

・
十
一
月
二
十
七
日
（
水
）
十
九
時
～
二
十
一
時
勉
強
会
『
古
事
記
』 

 
 
 

寺
川
正
一
さ
ん
旧
宅
（
愛
媛
県
松
山
市
高
井
町
六-
三
一
） 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

と
を
願
い
、
活
動
を
行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 
 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 
 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 


